
中国組織再編手法の比較-企業合併（吸収合併）、事業譲渡、持分譲渡
本章で、法務、行政、労務並びに税務の面から企業合併（吸収合併）、事業譲渡、持分譲渡を比較検討する。

項目

労務

一般性税務処理：
（1）合弁企業が、公正価値に基づき受け
入れる被合弁企業の各種資産と負債の課税
基礎額を決定しなければならない
（2）被合弁企業及びその所有者は、いず
れも清算に基づく所得を計算しなければな
らない
（3）被合弁企業の欠損を合弁企業に振り
替え補填することはできない

特殊性税務処理¹：
（1）合弁企業が受け入れる被合弁企業の資
産と負債の課税期総額は、被合弁企業の元の
課税基礎額をもって決定する
（2）被合弁企業の合弁前における所得税関
連事項は、合弁企業に承継される
（3）適格合併の場合、被合併企業の税務上
の繰越欠損金の控除限度額：被合併法人の純
資産の時価×合併取引が発生した当事業年度
末時点の国家公布最長期限の国債利率
（4）被合弁企業所有者が取得する合弁企業
持分の課税基礎額は、元々に保有していた被
合弁企業持分の課税基礎額をもって決定する

一般性税務処理：
（1）譲渡者は、資産の譲渡に係る所得または損
失を確認しなければならない
（2）譲受者はが資産を取得することに係る取得原
価は、公正価値を基礎として確定しなければならない
（3）譲渡者の関連する所得税事項は、原則として
変更はない

特殊性税務処理¹：
（1）譲渡者が譲受者の持分を取得することに係る
取得原価は、譲渡される資産の既存の取得原価に
より決定する
（2）譲受者が資産を取得することに係る取得原価
は、譲渡される資産の既存の取得原価により決定す
る

一般性税務処理：
（1）被買収当事者は、持分の譲渡に係る所得ま
たは損失を確認しなければならない
（2）買収当事者の持分取得に係る取得原価は、
公正価値を基礎として確定しなければならない
（3）被買収企業の関連する所得税事項は、原
則として変更はない

特殊性税務処理¹：
（1）被買収企業出資者の、買収企業の持分取
得に係る取得原価は、買収される持分の既存の取
得原価に基づき決定する
（2）買収企業の、被買収企業の持分取得に係る
取得原価は、買収される持分の既存の取得原価に
基づき決定する
（3）買収企業及び被買収企業の既存の各種資
産及び負債の取得原価並びにその他の関連する所
得税事項は、変更は生じない

5）土地増値税：なし

注1：特殊性税務処理の適格要件：
（一）合理的な商業目的を有し、かつ、税額の納付を減少させ、免除、まてゃあ遅延させることを主要な目的としないこと。
（二）買収され、合併され、又は分割される部分の資産又は持分の比率がこの通知所定の比率に適合すること。
（三）買収され、合併され、又は分割される部分の資産又は持分の比率がこの通知所定の比率に適合すること。
（四）再編取引対価における持分による支払に係る金額がこの通知所定の比率に適合すること。
（五）企業再編において持分による支払を取得した原主要出資者は、再編後の連続する12カ月内に、取得した持分を譲渡してはならないこと。
上述の比率の規定は以下の通りである。
1）資産買収については、譲受企業の買収する資産が譲渡企業の全部の資産の50%を下回らず、かつ、譲受企業の当該資産買収が発生した際の持分による支払に係る金額がその取引支払総額の85%を下回らない。
2）企業合弁については、企業所有者が当該企業の合弁において取得する持分による支払金額が当該取引支払総額の85％を下回らない。
3）持分買収については、買収企業が購入する持分の被買収企業の全持分の50％を下回らず、且つ買収企業の当該持分買収における持分による支払金額が当該取引支払総額の85％を下回ない。
（六）企業で発生する中国国内と中国国外（香港、マカオ、台湾地区含む）を跨ぐ持分や資産の買収取引は、下記条件を同時に満たす。
1）非居民企業が 100％の持株を直接支配している他の非居住者企業に対して、所有する居住者企業の持分を譲渡し、それによる以後の当該持分の譲渡所得による源泉徴収税の負担に変化が生じない、且つ譲 渡側の非居住者企業が主管税務機関に対し、3 年（3 年を含む）以内に所有する譲受け側の非居住者企 業の持分を譲渡しないことを書面により承諾する。
2）非居住者企業が 100％の持株を直接支配する関係のある居住者企業に対して、所有する他の居住者企 業の持分を譲渡する。
3）居民企業が所有する資産或いは持分をもって、100％の持株を直接支配している非居住者企業に投資す る。
4）財政部、国家税務総局が審査・批准するその他の状況。
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5）土地増値税：企業合弁後、被合弁企業が存続する場合、合併企業は被合併企業から承
継する不動産に対して、一時的に課税されない。

5）土地増値税：国有土地使用権、地上建築物及びその付属物を譲渡し、収入を取得する場合、譲渡
者は土地増値税を納付しなければならない。

税務

1）増値税及び付加 1）増値税及び付加

3）印紙税：新設合併企業は、新帳簿で記載される資金に対し、既に印紙税を納付した部
分については納付する必要はない。未納付部分と合併以降に増加した資金に関しては規
定に従い印紙税を納付する。

3）印紙税：資産譲渡契約書は財産所有権移転文書と見なされ、双方は記載される金額の0.05%につ
き印紙税を納付する。

4）契税：企業合弁後、被合弁企業が存続する場合、合併企業は被合併企業から承継する
土地および建物の所有権が免除される。

4）契税：土地使用権又は不動産の譲渡がある場合、譲受者は契税を納付しなければならない。 4）契税：なし

1）買収企業が持分により譲渡対価を支払う場合、株主持分変更申請が必要である。
2）被買収企業は株主の持分変更登記申請が必要である。

1）労働契約法では、「企業は合併又は分割等の状況が発生した場合において、元の労働契約は引き
続き有効であり、労働契約はその権利及び義務を引き継ぐ企業が継続履行するものとする」とされる。
2）実務上、勤務地の変更のように労働契約書より定められた内容が合併に伴い発生する場合、労働
者との間で労働紛争が発生する可能性もある。

行政

1）被合弁企業分公司に対して、合弁決議に基づき抹消または所属企業の変更申請を行
う。被合弁企業は清算抹消申請を行う。
2）合弁決議に基づき、合弁企業の株主及び登録資本金に変更が発生する場合、株主と登
録資本金の変更申請を行う。
3）合弁企業は持分で対価を支払う場合、株主持分変更申請が必要である。

3）印紙税：資産譲渡契約書は財産所有権移転文書と見なされ、双方は記載される金額の0.05%に
つき印紙税を納付する。

2）企業合併の場合、合弁決議を締結し、BSと財産リストを作成しなければならない。企
業は合併決議の決定日から10日以内に債権者に通知し、30日以内に新聞で公告しなけれ
ばならない3）企業合併前の債務は合併後の存続企業が連帯責任を負う。

納税者が資産再編の過程において、販売を通じ、全て又は一部の現物資産及び関連の債権債務及び
労働力を一括でその他の企業又は個人に譲渡することは、増値税の課税対象に該当せず、関連の貨物
譲渡、及び不動産と土地使用権の譲渡行為に対し増値税を徴収しない。

2）企業所得税： 2）企業所得税： 2）企業所得税：

（1）納税者が資産再編の過程において、販売を通じ、全て又は一部の現物資産及び関連の
債権債務及び労働力を一括でその他の企業又は個人に譲渡することは、増値税の課税対象
に該当せず、関連の貨物譲渡、及び不動産と土地使用権の譲渡行為に対し増値税を徴収し
ない（2）個別の資産譲渡については、増値税関連法令により納税申告を行う。

1）譲渡は取引双方の自由な経済行為であり、特別な法律規定はない。
2）譲渡時に債権債務を直接譲受者に承継することができない場合、事前に債権債務者の承認を取得し
なければならない。
3）譲渡契約（合意）が発効し、かつ各当事者が既に会計処理を実施した日をもって再編日とする。

1） 株主が株主以外の者に持分を譲渡する場合は、その他の株主の過半数の同意を得なければならな
い。株主は、当該持分譲渡事項を書面によりその他の株主に通知し、その同意を求めなければならない。
その他の株主が書面通知の受領日から満 30 日が経過しても回答しない場合は、譲渡に同意したものと
みなす。
2）譲渡契約（合意）が発効し、かつ持分変更手続が完了した日をもって再編日とする。持分譲渡取
引が関連当事者取引である場合で、譲渡契約発行してから12か月以内に持分変更手続が履行されな
い場合、譲渡契約発効日をもって再編日とする。

1）増値税及び付加
なし

1）労働契約法によれば、被譲渡部門の従業員が譲渡者と雇用契約書を解除し、譲受者と新
しい雇用契約書を締結する場合には、譲渡者は経済補償金を支払わなければならない。
2）労働者と労働契約の解除について協議により、経済補償金の支払ではなく勤務年数引継
ぎについて合意した場合、旧企業は労働者対経済補償金の支払義務を負担する必要はな
い。この場合、労働者は契約法に基づき、新企業と労働契約を解除する、又は新企業が労
働者に対して契約の解除もくは終了を提起し、経済補償金の支払に係る勤務年数を計算す
る場合には、労働者は旧企業における勤務年数を新企業の勤務年数に合算する必要があ
る。

持分譲渡については、企業は労働者と労働契約を解除し、新しい労働契約を締結する必要は生じない。
そのため、経済補償金の支払義務は発生しない。

譲受者は持分で譲渡対価を支払う場合、株主持分変更申請が必要である。

法務

4）合併契約（合意）が発効し、各当事者が既に会計処理を実施しかつ工商新設登記あるいは変更
登記が完了した日をもって再編日とする。規定に基づき工商新設登記あるいは変更登記が必要のない
合併は、合併契約（合意）が発効し、かつ各当事者が会計処理を実施した日をもって再編日とする。

企業合併（吸収合併） 事業譲渡 持分譲渡
1）株主会が企業合併の決議を決定する場合、三分の二以上の表決権を所有する株主の承
認を取得しなければならない。
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